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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一の極性修飾ロウと少なくとも一の増粘剤を含有する化粧品組成物であって
、極性修飾ロウがポリプロピレン単位及び／又はポリエチレン単位と無水マレイン酸単位
からなるロウであり、増粘剤がポリシリコーン-ポリアミドのコポリマーである、化粧品
組成物。
【請求項２】
　前記組成物がエマルションである、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　少なくとも一の着色剤をさらに含有する、請求項１又は２に記載の組成物。
【請求項４】
　増粘剤がナイロン６１１／ジメチコーンのコポリマーである、請求項１から３の何れか
一項に記載の組成物。
【請求項５】
　少なくとも一の脂溶性又は分散性のレオロジーポリマーを更に含有する、請求項１から
４の何れか一項に記載の組成物。
【請求項６】
　少なくとも一の脂溶性又は分散性のレオロジーポリマーがポリビニルピロリドンである
、請求項５に記載の組成物。
【請求項７】
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　Ｃ２６－Ｃ２８アルファオレフィン単位と無水マレイン酸単位からなるロウを更に含有
する、請求項１から６の何れか一項に記載の組成物。
【請求項８】
　睫に請求項１から７の何れか一項に記載の組成物を適用することを含む、睫をメークア
ップする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも一の極性修飾ロウを含有する組成物、例えば化粧品用組成物に関
する。このような組成物は改善された特性と特徴、例えば改善された長時間にわたる持続
性及び防汚性、改善された輝き／色調特性、及び／又はより良好なテクスチャー及び適用
時の感触を有することができる。
【背景技術】
【０００２】
　有色の化粧品、例えばファンデーション、コンシーラ、リップスティック及びマスカラ
、及び他の化粧品及びサンスクリーン組成物を含む多くの化粧品用組成物が、長時間にわ
たる持続性及び耐移り性について開発されている。このことは、一般的には、適用後に皮
膜を形成する組成物を使用することにより達成される。このような組成物は、皮膚又は他
のケラチン組織と接触して蒸発する揮発性溶媒を一般的に含有し、ロウ及び／又は樹脂、
顔料、フィラー、及び活性剤を含有する層を残す。しかしながら、これらの組成物は、組
成物が脆弱又は可撓性のない皮膜として、皮膚又は他のケラチン組織上に残存するため、
着用者に不快感を与える傾向にあった。さらに、このような組成物は、しなやかあるいは
柔軟ではない場合があり、快適な着用感がないおそれもあった。さらにこのような組成物
は、粘着質な傾向を有し、結果として適用性、展伸性及び持続性が乏しくなっていた。
【０００３】
　よって、改善された化粧品特性を有する改善された化粧品用組成物が必要とされている
。
　従って、本発明の一態様は、従来組成物の少なくとも一の上述した問題を解決又は克服
可能な、皮膚、毛髪、眼、睫、爪及び／又は唇等のケラチン物質を手入れ及び／又はメー
クアップ及び／又はトリートメントするための組成物にある。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明は、少なくとも一の極性修飾ロウを有する組成物、好ましくは化粧品用組成物に
関する。
　また本発明は、少なくとも一の着色剤と少なくとも一の極性修飾ロウを含有する、有色
の化粧品用組成物に関する。このような有色の化粧品用組成物は、無水唇用組成物(例え
ば、アイシャドウ、リップスティック又は液状リップカラー)又はファンデーションとす
ることができる。
　さらに本発明は、少なくとも一の極性修飾ロウ、少なくとも一の着色剤及び水を含有す
る、有色の化粧品用組成物に関する。好ましくは、組成物は少なくとも一の揮発性油をさ
らに含有する。このような有色の含水性化粧品用組成物は、好ましくはファンデーション
又はマスカラであり、エマルション又は分散液である。
【０００５】
　また本発明は、ケラチン物質をトリートメント、手入れ及び／又はメークアップするの
に十分な量の本発明の組成物をケラチン物質に適用することによる、ケラチン物質(例え
ば皮膚、眼、睫又は唇)をトリートメント、手入れ及び／又はメークアップする方法に関
する。
　さらに本発明は、皮膚の欠点をカバーする又は隠すのに十分な量の本発明の組成物をケ
ラチン物質に適用することによる、ケラチン物質(例えば、皮膚又は唇)に関連した皮膚の
欠点をカバー又は隠すことに関する。
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【０００６】
　また本発明は、ケラチン物質の外観を高めるのに十分な量の本発明の組成物をケラチン
物質に適用することによる、ケラチン物質(例えば、皮膚、眼、睫又は唇)の外観を高める
方法に関する。
　さらに本発明は、改善された化粧品特性、例えば強化された防汚性、さらに長時間にわ
たる持続性、改善された輝き／色調、及び／又はより良好なテクスチャー又は適用時の感
触を有する組成物に関する。
【０００７】
　また本発明は、少なくとも一の極性修飾ロウを組成物に添加することを含む、組成物の
防汚性及び長時間にわたる持続性を強化する方法に関する。
　さらに本発明は、少なくとも一の極性修飾ロウを組成物(例えば、ファンデーション)に
添加することを含む、ケラチン物質への適用時の、組成物の感触又はテクスチャーを改善
する方法に関する。
　またさらに本発明は、少なくとも一の極性修飾ロウを組成物に添加することを含む、組
成物の作製方法に関する。
　上述した一般的記載及び以下の詳細な記載の双方は例示的で、説明のためだけのもので
あり、本発明を制限するものではないと理解される。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　ここで使用される場合、「少なくとも一の」なる表現は一又は複数であることを意味し
、よって個々の成分並びに混合物／組合せ物を含む。
　ここで使用される場合、「皮膜形成体(film former)」又は「皮膜形成剤(film forming
 agent )」は、皮膜形成体に附随する溶媒が、基質上で蒸発、吸収及び／又は消散した後
、適用された基質上に皮膜を残すポリマー又は樹脂を意味する。
【０００９】
　ここで使用される場合、「耐移り性」とは、例えば食事又は飲用により、ガラス、衣類
又は皮膚等の他の物質と接触することで、容易に除去されない組成物が示す品質を意味す
る。耐移り性は、このような評価のための当該技術で公知の任意の方法により評価されて
よい。例えば、組成物の耐移り性は「キス」テストにより評価され得る。「キス」テスト
は、ヒトのケラチン物質、例えば毛髪、皮膚又は唇に組成物を適用し、適用に続いて所定
時間後、例えば適用２分後に、ペーパーシート等の物質に、毛髪、皮膚又は唇をこすりつ
けることを含むものであってよい。同様に、組成物の耐移り性は、毛髪、皮膚又は唇への
適用に続いて所定時間後、任意の他の基質に着用者から移動した、例えば個人の毛髪、皮
膚又は唇から着用している衣服の衿に移動した製品の量によっても評価され得る。ついで
、基質(例えば、衿又は紙)に移動した組成物の量を評価し、比較してよい。例えば、製品
のほとんどが着用者の毛髪、皮膚又は唇に残っているならば、組成物は耐移り性があると
される。さらに、移動した量は、他の組成物、例えば商業的に入手可能な組成物と比較さ
れてもよい。本発明の好ましい実施態様において、組成物は、全く又はほとんど、毛髪、
皮膚又は唇から基質に移動しない。
【００１０】
　ここで使用される場合、「長時間にわたる持続性」を有する組成物とは、長時間経過後
、裸眼で見て、適用時と同様又は実質的に同様の色調が保持されている組成物を称する。
長時間にわたる持続性は、このような特性を評価するための、当該技術で公知の任意の方
法により評価され得る。例えば、長時間にわたる持続性は、ヒトの毛髪、皮膚又は唇に組
成物を適用し、長時間経過後の組成物の色調を評価することを含むテストにより評価され
得る。例えば、組成物の色調を、毛髪、皮膚又は唇への適用直後に評価し、所定時間後に
、これらの特徴を再評価して比較してもよい。さらにこれらの特徴は、他の組成物、例え
ば商業的に入手可能な組成物に対して評価してもよい。
【００１１】
　ここで使用される場合、「粘着性」とは、２つの物質の間の付着性を称する。例えば、
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２つの物質に間の粘着性が大きければ大きい程、物質の間の付着性は増す。「粘着性」を
定量化するために、２つの物質に関し、ＩＵＰＡＣに定義される「付着仕事量」を測定す
ることが有用である。一般的に言えば、付着仕事量では、２つの物質を分離させるのに必
要な仕事量が測定される。よって、２つの物質に関する付着仕事量が大きければ大きい程
、物質間にはより大きな付着力が存在し、２つの物質の間の粘着性が大きくなることを意
味している。
【００１２】
　付着仕事量、よって粘着性は、許容可能な技術、及び付着性の測定に一般的に使用され
る方法を使用して定量することができ、典型的には強制時間単位(例えばグラム秒(「ｇｓ
」))で報告されている。例えば、ステイブル・マイクロ・システム社(Stable Micro Syst
ems, Ltd.)のＴＡ-ＸＴ２は、その全内容が参照としてここに導入される、２０００年１
月に改訂されたＴＡ-ＸＴ２応用研究(参照：ＭＡＴＩ／ＰＯ.２５)に説明されている手順
に従い、付着性を測定するのに使用可能である。この方法によれば、実質的に非粘着質な
物質の付着仕事量の所望の値は、約０．５ｇｓ未満、約０．４ｇｓ未満、約０．３ｇｓ未
満、及び約０．２ｇｓ未満を含む。当該技術で公知である他の類似した方法を、付着性を
測定するための他の類似した分析装置において使用することができる。
【００１３】
　ここで使用される場合、「耐水性」とは、水をはじく能力、及び水に対する耐性を称す
る。耐水性は、このような特性を評価する当該技術で公知の任意の方法により評価されて
よい。例えば、マスカラ用組成物はつけまつげに適用されてよく、ついで、所定時間、例
えば２０分水に配してもよい。予め確定されている時間の経過後、つけまつげを水から取
り出し、例えばペーパーシート等の物質上に渡す。ついで、物質上に残った残留物の程度
を評価し、他の組成物、例えば商業的に入手可能な組成物と比較してよい。同様に、例え
ば組成物を皮膚に適用し、所定時間、皮膚を水に浸してもよい。ついで、予め確定されて
いる時間後、皮膚に残存する組成物の量を評価し、比較してもよい。例えば、製品のほと
んどが着用者、例えば睫毛、皮膚等に残っているならば、組成物は耐水性があるとされる
。本発明の好ましい実施態様において、組成物はほとんど又は全く帯着者から移動しない
。
【００１４】
　本発明の化粧品用組成物及び方法は、ここで記載された本発明の必須要素及び制限、並
びにここに記載された付加的な又は任意の成分、要素又は制限、もしくは毛髪への局所適
用を意図した個人用の手入れ用組成物に有用な任意の有用な他のものを含有する、それら
からなる、又は本質的にそれらからなることができる。
【００１５】
　本発明の組成物は、液状又は非液状(半固体状、柔らかい固体状、固体状等)、任意の形
態であってよい。例えば、ペースト、固形物、ゲル、又はクリームであってよい。さらに
はエマルション、例えば水中油型又は油中水型エマルション、多相エマルション、例えば
油中水中油型エマルション又は水中油中水型エマルション、又は固形物、無水ゲルを含む
硬質又は柔軟なゲルであってよい。また組成物は、半透明な無水ゲル又は透明な無水ゲル
から選択される形態とすることができる。本発明の組成物は、例えば外部又は連続した脂
肪相を含有していてもよい。組成物は無水であってよい。また組成物は鋳型成形された組
成物、又はスティック又は皿型のような成型品とすることもできる。一実施態様において
、組成物は鋳型スティック又は流し込みスティック(poured stick)等の固形物である。
【００１６】
　スティック等の意図する用途に応じて、組成物の硬度を考慮することができる。組成物
の硬度は、例えばグラム重量(ｇｆ)で表してよい。本発明の組成物は、例えば２０ｇｆ～
２０００ｇｆ、例えば２０ｇｆ～９００ｇｆ、さらには２０ｇｆ～６００ｇｆの範囲の硬
度を有してよい。
【００１７】
　この硬度は２つの方法の一方で測定される。第１の硬度テストは、組成物にプローブを
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挿入し、特に高さ２５ｍｍ、直径８ｍｍのエボナイト性のシリンダーを具備するテクスチ
ャー分析器(例えばレオ社(Rheo)のＴＡ-ＸＴ２ｉ)を使用する方法に従う。硬度測定は２
０℃で、組成物の５つのサンプルの中心で実施される。シリンダーを２ｍｍ／ｓの前速度
、次いで０．５ｍｍ／ｓの速度、最後に２ｍｍ／ｓの後速度、全置換量が１ｍｍで、組成
物の各サンプルに導入する。記録された硬度値は観察された最大ピークのものである。測
定誤差は±５０ｇｆである。
【００１８】
　第２の硬度テストは、直径８．１ｍｍ、好ましくは１２．７ｍｍのスティック状組成物
を切断し、インデルコ－シャティヨン社(Indelco-Chatillon Co.)のＤＦＧＨＳ２張力測
定器を使用し、速度１００ｍｍ／分、２０℃で硬度を測定することを含む、「チーズワイ
ヤー」法である。この方法の硬度値は、上述した条件でスティックを切断するために要し
た剪断力を、グラムで表したものである。この方法によった場合、スティック形態をした
本発明の組成物の硬度は、例えば直径８．１ｍｍのスティックのサンプルにおいては、３
０ｇｆ～３００ｇｆ、例えば３０ｇｆ～２５０ｇｆの範囲にあり、さらに直径１２．７ｍ
ｍのスティックのサンプルにおいては、例えば３０ｇｆ～２００ｇｆ、さらには３０ｇｆ
～１２０ｇｆの範囲にある。
【００１９】
　本発明の組成物の硬度は、組成物が自己支持しており、容易に崩壊して、ケラチン物質
に満足のいく付着物を形成できるようなものであってよい。また、この硬度により、例え
ばスティック状又は皿状の形態に鋳型成形又は成形された本発明の組成物に、良好な衝撃
強度を付与することができる。
【００２０】
　当業者であれば、所望の硬度及び考慮される用途に基づき、上述した概略の硬度テスト
の少なくとも一方を使用し、組成物を評価して選択するであろう。意図する用途を考慮し
て、これらの硬度テストの少なくとも一方から許容可能な硬度が得られるならば、組成物
は本発明の好ましい実施態様の範疇に入る。
【００２１】
　明らかなように、本発明の好ましい実施態様の組成物の硬度は、例えば組成物が有利に
は自己支持し、容易に崩壊して、ケラチン物質に満足のいく付着物を形成できるようにさ
れる。さらにこの硬度により、本発明の組成物は良好な衝撃強度を有する。
【００２２】
　本発明の好ましい実施態様において、スティック形態の組成物は、変形可能で可撓性の
ある弾性的固体の性質を有しており、適用する際に、顕著に弾性的な柔軟性を付与する。
【００２３】
　ここで記載するように、安定性は、２５℃で８週間、制御された環境チャンバーに組成
物を配することでテストされる。このテストにおいては、サンプルの物質状態を、チャン
バーに配した時に検査する。ついで、２４時間、３日、１週間、２週間、４週間及び８週
間後、サンプルを再度検査する。各検査において、サンプルを、組成物の異常性、例えば
組成物がエマルションの形態ならば相分離、組成物がスティック形態ならば曲かり及び傾
斜度合い、融解又はシネレシス(又は発汗)について調査する。また安定性を、２５℃、３
７℃、４５℃及び凍結解凍状態下で、８週間テストを繰り返すことによりさらにテストす
る。これらのテストのいずれかで、組成物の機能を妨害する異常性が観察された場合は、
組成物は安定性を欠くものとみなされる。当業者であれば、意図する用途に基づき、組成
物の機能を妨害する異常性を、容易に認識するであろう。
【００２４】
極性修飾ロウ
　本発明においては、少なくとも一の極性修飾ロウを含有する組成物が提供される。ここ
で使用される場合、「極性修飾ロウ」は、極性基又は単位を含むように修飾された、メタ
ロセン触媒を使用して作製されるロウを称する。適切な極性修飾ロウには、その全内容が
参照としてここに導入される、米国特許出願公開第20070031361号に開示されているもの
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が含まれる。
【００２５】
　好ましくは、極性修飾ロウは、２５０００ｇ／ｍｏｌ以下、好ましくは１０００～２２
０００ｇ／ｍｏｌ、特に好ましくは４０００～２００００ｇ／ｍｏｌの重量平均分子量Ｍ
ｗ、１５０００ｇ／ｍｏｌ以下、好ましくは５００～１２０００ｇ／ｍｏｌ、特に好まし
くは１０００～５０００ｇ／ｍｏｌの数平均分子量Ｍｎ、１．５～１０、好ましくは１．
５～５、特に好ましくは１．５～３、さらに好ましくは２～２．５の範囲のモル質量分布
Ｍｗ／Ｍｎを有し、メタロセン触媒により得られた、エチレン及び／又はプロピレンモノ
マーのホモポリマー及び／又はコポリマーロウをベースにしている。コポリマーロウのケ
ースにおいては、コポリマーロウの全重量に基づき、一方のモノマーに由来する０．１～
３０．０重量％の構造単位と、他方のモノマーに由来する７０．０～９９．９重量％の構
造単位を有していることが好ましい。このようなホモポリマー及びコポリマーロウは、例
えばここで特定されるメタロセン触媒を使用し、その全内容が参照としてここに導入され
る欧州特許第571882号に記載された方法により作製することができる。適切な調製方法に
は、モノマーの重合が可能であると共に、例えば、メタロセン触媒下におけるオレフィン
の懸濁重合、溶液重合、及び気相重合が含まれる。
【００２６】
　極性修飾ロウは、酸素含有ガスを用いて酸化させることにより、又は極性モノマー、例
えばマレイン酸又はアクリル酸又はこれらの酸の誘導体とグラフト反応させることにより
、上述したホモポリマー及びコポリマーから、公知の方式で生成させることができる。空
気を用いた酸化によるメタロセンポリオレフィンロウの極性修飾は、例えば欧州特許第08
90583A1に記載されており、グラフト化による修飾は、例えば米国特許第5,998,547号に記
載されており、双方の全内容は、それらの全てが参照としてここに導入される。
【００２７】
　本発明において、特に好ましい極性修飾ロウは、親水的に修飾されたロウ(すなわち、
親水性の特性を有するロウが提供されるように修飾されたロウ)である。適切な例には、
限定されるものではないが、無水マレイン酸、アクリラート、メタクリラート、ポリビニ
ルピロリドン(ＰＶＰ)等、親水性単位で修飾されている、例えばＣ２-Ｃ３０基、特にエ
チレン、プロピレン、Ｃ１８-Ｃ３０等の疎水性基のホモポリマー又はコポリマーが含ま
れる。特に好ましくは、親水的に修飾されたロウは、アクリラート／無水マレイン酸単位
で修飾した、エチレン及びプロピレンのホモポリマー及びコポリマーである。
【００２８】
　本発明において、特に好ましい極性修飾ロウには、疎水的に修飾されたロウ(すなわち
、疎水性の特性を有するロウが提供されるように修飾されたロウ)が含まれる。適切な例
には、限定されるものではないが、例えばＣ２-Ｃ３０基、特にエチレン、プロピレン、
Ｃ１８-Ｃ３０等の疎水性基で修飾されている、無水マレイン酸、アクリラート、メタク
リラート、ポリビニルピロリドン(ＰＶＰ)等の親水性のホモポリマー又はコポリマーが含
まれる。
【００２９】
　本発明で使用される特に好ましい極性修飾ロウは、リコケア(LICOCARE)の商品名でクラ
リアント社(Clariant)から商業的に入手可能な、ポリプロピレン-無水マレイン酸の修飾
ロウ(「ＰＰＭＡ」)、Ｃ２６-Ｃ２８アルファオレフィン無水マレイン酸コポリマーの修
飾ロウである。このようなロウは、親水性の無水マレイン酸基と疎水性基との反応に起因
してエチレン基(類)が包含されるため、Ｃ２６-Ｃ２８アルファオレフィン-エチレン-無
水マレイン酸のコポリマー、及びポリプロピレン-エチレン-無水マレイン酸のコポリマー
として公知である。このようなロウの特定の例には、ＰＰ２０７、ＬＰ３３４９、ＣＭ４
０１ ＬＰ３３４５、ＣＡ３０１ ＬＰ３３４６、及びＣＡ３０２ ＬＰ３３４７との命名
を有し、リコケアの名称でクラリアント社から市販されている製品が含まれる。
【００３０】
　特に好ましい実施態様において、組成物は唇用組成物であり、極性修飾ロウが示差走査
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熱量測定により測定された場合に、低い結晶化度を有するものであることが好ましい。極
性修飾ロウは、好ましくは４０％未満、さらに好ましくは３０％未満、最も好ましくは２
０％未満の結晶化度を有する。例えば、リコケア ＰＰ２０７ ＬＰ３３４９は約１１％の
結晶化度を有する。このようなロウは、改善された透明度を有し、同様に、唇用組成物の
光沢をあまり低減させなかった。
【００３１】
　好ましくは極性修飾ロウ(類)は、それらの間の全ての範囲及び部分的範囲を含み、好ま
しくは組成物の全重量に対して約０．１％～約３０％、より好ましくは組成物の全重量に
対して約０．５％～約２０％、最も好ましくは約１％～約１５％、例えば約５％～約１５
％、及び約１０％～約２０％である。
【００３２】
増粘剤
　本発明は、エラストマー性化合物、例えば信越からＫＳＧ６、ダウ・コーニング社(Dow
 Corning)からトレフィル(Trefil)Ｅ-５０５Ｃ又はトレフィルＥ-５０６Ｃ、グラント・
インダストリー社(Grant Industries)からグランシル(Gransil)(ＳＲ-ＣＹＣ、ＳＲ ＤＭ
Ｆ１０、ＳＲ-ＤＣ５５６)の名称で作製され、販売されているもの、又は信越から既に構
成化されているゲルの形態で市販されているもの(ＫＳＧ１５、ＫＳＧ１７、ＫＳＧ１６
、ＫＳＧ１８、ＫＳＧ２１)、ジェネラル・エレクトリック社からのグランシルＳＲ ５Ｃ
ＹＣゲル、グランシルＳＲ ＤＭＦ１０ゲル、グランシルＳＲ ＤＣ５５６ゲル、ＳＦ１２
０４及びＪＫ１１３、又は乳化エラストマー、例えば信越からＫＳＧ-２１０、ＫＳＧ-３
０、ＫＳＧ-３１、ＫＳＧ-３２、ＫＳＧ-３３、ＫＳＧ-４０、ＫＳＧ-４１、ＫＳＧ-４２
、ＫＳＧ-４３及びＫＳＧ-４４の名称で販売されているものをさらに含有していてもよい
。
【００３３】
　また組成物は、修飾クレー類、例えばＣ１０ないしＣ２２脂肪酸の塩化アンモニウムで
修飾したヘクトライト類、特にクアテルニウム(quaternium)-１８ベントナイト(bentonit
e)として公知のジステアリルジメチルアンモニウムクロリドで修飾したヘクトライト、中
でもレオックス社(Rheox)からベントーン(Bentone)３４の名称で作製又は販売されている
製品、サザンクレイ社(Southern Clay)で製造又は販売されているクレイトーン(Claytone
)ＸＬ、クレイトーン３４及びクレイトーン４０、サザンクレイ社からクレイトーンＨＴ
、クレイトーンＧＲ及びクレイトーンＰＳの名称で製造又は販売され、クアテルニウム-
１８ベンザルコニウムベントナイト類の名称で公知の修飾クレー類、ステラルコニウム(s
teralkonium)ベントナイト類として公知の、ステアリルジメチルベンゾイルアンモニウム
クロリドで修飾したクレー類、例えばサザンクレイ社からクレイトーンＡＰＡ及びクレイ
トーンＡＦの名称で製造又は販売されている製品、及びレオックス社で製造又は販売され
ているバラゲル(Baragel)２４をさらに含有していてもよい。
【００３４】
　また組成物は、シリカ、例えばヒュームドシリカをさらに含有していてもよい。ヒュー
ムドシリカは、例えば約５ｎｍ～２００ｎｍの範囲のナノメートル又はマイクロメートル
であってよい粒子径を有する。
　ヒュームドシリカは、水素-酸素炎において、揮発性ケイ素化合物を高温で加水分解す
ることにより得られ、微細に分割されたシリカが生成される。このプロセスにより、それ
らの表面に多数のシラノール基を有する親水性シリカを得ることができる。このような親
水性シリカは、例えばデガッサ社(Degussa)から「エアロシル(Aerosil)１３０(登録商標)
」、「エアロシル２００(登録商標)」、「エアロシル２５５(登録商標)」、「エアロシル
３００(登録商標)」及び「エアロシル３８０(登録商標)」、及びカボット社(Cabot)から
「ＣＡＢ-Ｏ-ＳＩＬ ＨＳ-５５(登録商標)」、「ＣＡＢ-Ｏ-ＳＩＬ ＥＨ-５(登録商標)」
、「ＣＡＢ-Ｏ-ＳＩＬ ＬＭ-１３０(登録商標)」、「ＣＡＢ-Ｏ-ＳＩＬ ＭＳ-５５(登録
商標)」及び「ＣＡＢ-Ｏ-ＳＩＬ Ｍ-５(登録商標)」の名称で製造又は販売されている。
【００３５】
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　よって化学反応により、親水性シリカの表面を化学的に修飾し、シラノール基の数を減
少させることもできる。シラノール基は、例えば疎水性基で置き換えることもでき；これ
により疎水性シリカが付与される。疎水性基は以下のものであってよい：(ａ)トリメチル
シロキシル基、特にヘキサメチルジシラザンの存在下で、ヒュームドシリカを処理するこ
とにより得られるもの。このように処理されたシリカは、ＣＦＴＡ(第６版、１９９５年)
に従い、「シリル化シリカ」として公知である。それらは、例えばデガッサ社から「エア
ロシルＲ８１２(登録商標)」、及びカボット社から「ＣＡＢ-Ｏ-ＳＩＬ ＴＳ-５３０(登
録商標)」の参照名で製造又は販売されている；(ｂ)ジメチルシリルオキシル又はポリジ
メチルシロキサン基、特にポリジメチルシロキサン又はジメチルジクロロシランの存在下
で、ヒュームドシリカを処理することにより得られるもの。このように処理されたシリカ
は、ＣＦＴＡ(第６版、１９９５年)に従い、「シリル化ジメチルシリカ」として公知であ
る。それらは、例えばデガッサ社から「エアロシルＲ９７２(登録商標)」及び「エアロシ
ルＲ９７４(登録商標)」、及びカボット社から「ＣＡＢ-Ｏ-ＳＩＬ ＴＳ-６１０(登録商
標)」及び「ＣＡＢ-Ｏ-ＳＩＬ ＴＳ-７２０(登録商標)」の参照名で製造又は販売されて
いる；(ｃ)シランアルコキシド類又はシロキサン類とヒュームドシリカを反応させること
から誘導される基。これらの処理されたシリカは、例えばデガッサ社から「エアロシルＲ
８０５(登録商標)」の参照名で製造又は販売されている製品である。
【００３６】
　疎水性シリカ、例えばヒュームドシリカを使用することにより、例えばロウ、フィラー
及び顔料(真珠母を含む)等の不透明粒子の不在下、にじみ出ることのない、スティックの
形態をした半透明又は透明な組成物を得ることができる。
【００３７】
　また本発明の組成物は、少なくとも一の典型的なロウをさらに含有してもよい。本発明
の目的において、典型的なロウは、室温(２５℃)、大気圧(７６０ｍｍＨｇ、すなわち１
０１ＫＰａ)で固体状であり、可逆的な固体／液体の状態変化を受け、４０℃を超える、
さらには５５℃を越え、２００℃までの高い融点を有する脂質親和性脂肪化合物である。
ロウをその融点にすることにより、油と混和し、顕微鏡的に均質な混合物を形成させるこ
とができるが、混合物の温度を室温まで戻すと、混合物の油中のロウが再結晶化する。混
合物におけるこの再結晶化は、混合物の光沢低下の原因である。
【００３８】
　本発明の目的において、ロウは、化粧品及び皮膚科学において一般的に使用されている
ものであり；それらは、例えば天然由来のもの、特にミツロウ、オゾケライト、カルナウ
バロウ、キャンデリラロウ、オーリクリーロウ、モクロウ、コルク繊維ロウ、サトウキビ
ロウ、パラフィンロウ、亜炭ロウ、マイクロクリスタリンワックス、ラノリンロウ、モン
タンロウ、オゾケライト類及び水素化油、例えば水素化ホホバ油、並びに合成由来のロウ
、例えばエチレンの重合から誘導されたポリエチレンロウ、フィッシャー-トロプシュ合
成法により得られたロウ、脂肪酸エステル及びグリセリド類で、４０℃、例えば５５℃以
上でも固体状のもの、脂肪アルコールロウ、例えばＣ３０-Ｃ５０アルコールを含み、ペ
ルホルマコール(Performacol)の名称(ペルホルマコール３５０、４２５及び５５０)で、
ベイカー・ペトロライト社(Baker Petrolite)から販売されているもの、シリコーンロウ
、例えばアルキル-及びアルコキシ-ポリ(ジ)メチルシロキサン類及び／又はポリ(ジ)メチ
ル-シロキサンエステルで、４０℃、例えば５５℃以上でも固体状のものである。
【００３９】
　本発明において、融点値は、５又は１０℃／分の温度上昇を伴う、「示差走査熱量測定
」法により測定された、融解ピークに相当する。
【００４０】
　組成物は、ポリシリコーン-ポリアミドのコポリマー、例えば米国特許出願公開第2004/
0170586号に開示されたもの(特に好ましいタイプのコポリマーは、ナイロン６１１／ジメ
チコーンコポリマーである)、粘着付与剤(例えば、レガライト(Regalite)の名称で販売さ
れているもの)、脂溶性又は脂肪分散性のレオロジー変性剤(例えば、ＰＶＰ)、及び／又
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はブロックコポリマー、例えばＡ-Ｂ又はＡ-Ｂ-Ａ型のコポリマー(例えば、クレイトン(K
raton)の名称で販売されているもの)をさらに含有していてもよい。
　しかしながら、特に好ましい実施態様において、組成物は、上述にて論議した増粘剤の
存在が組成物の化粧品的特性に影響を与えない程度に少ない増粘剤しか含有しない。好ま
しくは、組成物は、このような増粘剤を実質的に含有しない(すなわち、約１％未満の増
粘剤を含有)、このような増粘剤を本質的に含有しない(すなわち、約０．５％未満の増粘
剤を含有)、又はこのような増粘剤を含有しない(すなわち、約０．１％未満の増粘剤を含
有)。
【００４１】
　特に好ましい実施態様において、組成物は、このようなエラストマー及び／又はロウの
存在が組成物の化粧品的特性に影響を与えない程度に少ないエラストマー及び／又はロウ
しか含有しない。好ましくは、組成物は、このようなエラストマー及び／又はロウを実質
的に含有しない(すなわち、約０．５％未満のエラストマー及び／又はロウを含有)、この
ようなエラストマー及び／又はロウを本質的に含有しない(すなわち、約０．２５％未満
のエラストマー及び／又はロウを含有)、又はこのようなエラストマー及び／又はロウを
含有しない(すなわち、約０．１％未満のエラストマー及び／又はロウの増粘剤を含有)。
【００４２】
揮発性油
　本発明の特に好ましい実施態様においては、場合によっては少なくとも一の揮発性油を
さらに含有する組成物が提供される。好ましくは、少なくとも一の揮発性油は揮発性シリ
コーン油、揮発性炭化水素油、又はそれらの混合物である。
　好ましい実施態様において、組成物は、一又は複数の揮発性シリコーン油を含有してい
てよい。このような揮発性シリコーン油の例には、室温で６ｃＳｔ以下の粘度を有し、２
～７のケイ素原子を有する直鎖状又は環状のシリコーン油が含まれ、これらのシリコーン
類は場合によっては１～１０の炭素原子のアルキル又はアルコキシ基で置換されていても
よい。本発明で使用され得る特定の油には、オクタメチルテトラシロキサン、デカメチル
シクロペンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘキサシロキサン、ヘプタメチルオクチル
トリシロキサン、ヘキサメチルジシロキサン、デカメチルテトラシロキサン、ドデカメチ
ルペンタシロキサン及びそれらの混合物が含まれる。使用され得る他の揮発性油には、６
ｃＳｔの粘度のＫＦ９６Ａで、９４℃の引火点を有する、信越の市販品が含まれる。好ま
しくは、揮発性シリコーン油は少なくとも４０℃の引火点を有する。
【００４３】
　揮発性シリコーン油の非限定的例を、次の表１に列挙する。
表１
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【００４４】
　さらに、直鎖状の揮発性シリコーン油を、本発明の組成物に使用してもよい。適切な直
鎖状の揮発性シリコーン油には、その内容が参照としてここに導入される米国特許第6,33
8,839号及び国際公開第03/042221号に記載されているものが含まれる。一実施態様におい
て、直鎖状の揮発性シリコーン油はデカメチルテトラシロキサンである。他の実施態様に
おいて、デカメチルテトラシロキサンは、デカメチルテトラシロキサンよりもさらに揮発
性である他の溶媒と組合せてもよい。
【００４５】
　他の好ましい実施態様において、組成物は一又は複数の揮発性非シリコーン油を含有し
ていてよく、揮発性炭化水素油、揮発性エステル及び揮発性エーテルから選択され得る。
このような揮発性非シリコーン油の例には、限定されるものではないが、８～１６の炭素
原子を有する揮発性炭化水素油、及びそれらの混合物、特に分枝状のＣ８ないしＣ１６ア
ルカン類、例えばＣ８ないしＣ１６イソアルカン類(イソパラフィン類としても公知)、イ
ソドデカン、イソデカン、イソヘキサデカン、例えばイソパー(Isopar)又はペルメチル(P
ermethyl)の商品名で販売されている油、分枝状のＣ８ないしＣ１６エステル、例えばイ
ソヘキシル又はイソデシルのネオペンタノアート、及びそれらの混合物が含まれる。好ま
しくは、揮発性非シリコーン油は少なくとも４０℃の引火点を有する。
【００４６】
　揮発性非シリコーン油の非限定的例を、次の表２に付与する。
表２

【００４７】
　溶媒／油の揮発度は、米国特許第6,338,839号に説明されているように、蒸発速度を使
用して測定することができる。
【００４８】
　揮発性油(類)が存在する場合、それらは、好ましくは組成物の全重量に対して約５％～
約９０％、さらに好ましくは組成物の全重量に対して約１０％～約８０％、最も好ましく
は約２０％～約７５％であり、それらの間の全ての範囲及び部分的範囲を含む。
【００４９】
着色剤
　本発明の特に好ましい実施態様においては、場合によっては少なくとも一の着色剤をさ
らに含有する組成物が提供される。好ましくは、このような有色組成物は化粧品用組成物
、例えば唇用組成物(例えば、リップスティック又は液状リップカラー)、マスカラ、マニ
キュア又はファンデーションである。
　この実施態様において、少なくとも一の着色剤は、好ましくは顔料、染料、例えば脂溶
性染料、真珠光沢顔料、及びパール剤から選択される。
【００５０】
　本発明で使用され得る代表的な脂溶性染料には、スーダンレッド、ＤＣレッド１７、Ｄ
Ｃグリーン６、β－カロテン、大豆油、スーダンブラウン、ＤＣイエロー１１、ＤＣバイ
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オレット２、ＤＣオレンジ５、アナトー及びキノリンイエローが含まれる。脂溶性染料が
存在する場合、それらは組成物の全重量に対して、一般的に２０重量％まで、例えば０．
０００１％～６％の範囲の濃度を有する。
【００５１】
　本発明で使用され得る真珠光沢顔料は、白色の真珠光沢顔料、例えば、チタン又はオキ
シ塩化ビスマスで被覆されたマイカ、有色の真珠光沢顔料、例えば、酸化鉄を有するチタ
ンマイカ、フェリックブルー又は酸化クロムを有するチタンマイカ、上述したものから選
択される有機顔料を有するチタンマイカ、及びオキシ塩化ビスマスをベースとした真珠光
沢顔料から選択され得る。また真珠光沢顔料が存在するならば、それらは、組成物の全重
量に対して５０重量％まで、例えば０．１％～２０％、好ましくは０．１％～１５％の範
囲の、それらの間の全ての範囲及び部分的範囲を含む濃度で組成物に存在する。
【００５２】
　本発明で使用され得る顔料は、白色、有色、無機物、有機物、ポリマー性、非ポリマー
性で、被覆された又は被覆されていない顔料から選択され得る。無機顔料の代表的な例に
は、表面処理されていてもよい二酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛、酸化セリウ
ム、酸化鉄、酸化クロム、マンガンバイオレット、ウルトラマリンブルー、クロム水和物
及びフェリックブルーが含まれる。有機顔料の代表的な例には、カーボンブラック、Ｄ＆
Ｃ型の顔料、アルミニウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、コチニールカルミ
ンをベースとしたレーキ類が含まれる。
【００５３】
　前記顔料が存在するならば、それらは、組成物の全重量に対して５０重量％まで、例え
ば０．５％～４０％、さらには２％～３０％の範囲の、それらの間の全ての範囲及び部分
的範囲を含む濃度で、組成物に存在し得る。ある製品のケースにおいては、真珠光沢顔料
を含む顔料は、例えば組成物の重量の５０％までであってよい。
【００５４】
皮膜形成剤
　本発明の特に好ましい実施態様においては、場合によっては少なくとも一の皮膜形成剤
(皮膜形成体)をさらに含有する組成物が提供される。許容可能な皮膜形成剤は当該分野で
公知であり、限定されるものではないが、その全ての内容が参照としてここに導入される
、米国特許出願第2004/0170586号に開示されているものが含まれる。このような皮膜形成
剤の非限定的代表例には、シリコーン樹脂、例えばＭＱ樹脂(例えば、トリメチルシロキ
シシリカート)、Ｔ-プロピルシルセスキオキサン及びＭＫ樹脂(例えば、ポリメチルシル
セスキオキサン)、シリコーンエステル、例えばその開示が参照としてここに導入される
、米国特許第6,045,782号、同5,334,737号及び同4,725,658号に開示されているもの、ビ
ニルポリマー、メタクリルポリマー、及びアクリルポリマーから選択される骨格と、ペン
ダントシロキサン基及びペンダントフルオロ化学基から選択される少なくとも一の鎖を含
有するポリマー、例えばその開示が参照としてここに導入される、米国特許第5,209,924
号、同4,693,935号、同4,981,903号、同4,981,902号、及び同4,972,037号、及び国際公開
第01/32737号に開示されているもの、ポリマー、例えばその開示が参照としてここに導入
される、米国特許第5,468,477号に開示されているもの(このようなポリマーの非限定的例
は、ＶＳ７０ＩＢＭの商品名で３Ｍ社から商業的に入手可能なポリ(ジメチルシロキサン)
-ｇ-ポリ(メタクリル酸イソブチル)である)が含まれる。
【００５５】
　好ましい実施態様において、皮膜形成体が存在する場合、それらは、組成物の全重量に
対して０．１重量％～３０重量％の範囲の量で組成物に存在する。皮膜形成体は、組成物
の全重量に対して、好ましくは０．５重量％～２０重量％、さらに好ましくは２重量％～
１５重量％の範囲で、それらの間の全ての範囲及び部分的範囲を含む量で存在する。当業
者であれば、本発明の皮膜形成体が商業的に入手可能であり、希釈液の形態で供給者から
入荷されることを認識しているであろう。よって、ここに開示された皮膜形成体の量は、
活性物質の重量パーセントで表される。
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【００５６】
　特に好ましい実施態様において、皮膜形成剤が存在する場合、ポリオルガノシロキサン
含有ポリマー(類)と皮膜形成剤の組合せた量は、組成物の全重量に対して３０-５０重量
％である。特に好ましい実施態様において、ポリオルガノシロキサン含有ポリマーはシリ
コーン-ポリアミドコポリマーであり、皮膜形成剤はシリコーン樹脂、特にトリメチルシ
ロキシシリカート、メチルシルセスキオキサン又はプロピルシルセスキオキサンである。
【００５７】
　本発明の好ましい実施態様において、本発明の組成物は無水である。「無水」とは、組
成物が水を実質的に含有しない(すなわち水が組成物の重量に対して約０．５％未満であ
る)ことを意味する。
【００５８】
　好ましい実施態様においては、無水組成物、好ましくはマスカラが提供される。このよ
うな実施態様においては、極性修飾ロウを、油(例えば植物性油、特にイソドデカン、エ
ステル、例えばイソノナン酸イソノニル、又は水素化ポリデセン、例えばピュアシン(Pur
eSyn)２の商品名で販売されているもの)に、高剪断下で溶解させることにより、このよう
な組成物を調製することが好ましい。
　特に好ましい無水実施態様においては、低Ｍｗの極性修飾ロウを使用することができる
。例えば、１００００未満、好ましくは７０００未満、最も好ましくは約３０００未満(
例えば、２０２５)のＭｗを有する極性修飾ロウを使用することができる。
【００５９】
　他の好ましい実施態様において、本発明の組成物は水をさらに含有する。この実施態様
において、水は、組成物の全重量に対して、好ましくは約０．６～約７０％、より好まし
くは約３．０～６０％、さらに好ましくは約５～約５０％の範囲の量で存在する。好まし
くは、このような水分含有化粧品用組成物は、唇用組成物(例えば、リップスティック又
は液状リップカラー)、ファンデーション又はマスカラであり、エマルション又は分散液
である。
【００６０】
　特に好ましい実施態様において、本発明の組成物はエマルションの形態である。適切な
エマルションの形態には、限定されるものではないが、水中油型、油中水型、油中水中油
型、水中油中水型及びナノエマルション(その油球が非常に微細な粒子経である、すなわ
ち約１００ナノメートル(ｎｍ)未満の数平均径を有するエマルション)が含まれる。エマ
ルションは、少なくとも一の油相と少なくとも一の水相を含有する。典型的に述べれば、
エマルションは、エマルションを安定化させ、エマルションの相分離を阻害するために、
界面活性剤又は界面活性剤様物質を含有する。
　好ましい実施態様において、エマルション組成物は、それらが適用されるケラチン物質
から、容易に除去可能である(例えば、それらは洗浄可能である)。
【００６１】
　本発明の特に好ましい一実施態様は、エマルションであるが、界面活性剤を実質的に含
有しない(すなわち、４％未満の界面活性剤)、又は本質的に界面活性剤を含有しない(す
なわち、２％未満の界面活性剤)、ケラチン物質に適用される組成物にある。特に好まし
い実施態様において、エマルションは唯一の界面活性剤を含有する。
　界面活性剤が存在する場合、好ましい界面活性剤には、Ｏ／Ｗ界面活性剤、例えばトゥ
イーン(Tween)２０、イヌテック(Inutec)及びアンフィソール(Amphisol)Ｋの名称で販売
されているものが含まれる。
　本発明の特に好ましい他の一実施態様は、エマルションであるが、実質的にＴＥＡ-ス
テアラートフリーを含有しない(すなわち、０．２５％未満のＴＥＡ-ステアラート)、又
はＴＥＡ-ステアラートを含有しない(すなわち、０．０５％未満のＴＥＡ-ステアラート)
、ケラチン物質(毛髪又は睫毛)に適用される組成物にある。
【００６２】
付加的な添加剤
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　本発明の組成物は、考慮される分野で通常使用される任意の添加剤をさらに含有可能で
ある。例えば、分散剤、特にポリ(１２-ヒドロキシステアリン酸)、酸化防止剤、精油、
サンスクリーン剤、防腐剤、香料、フィラー、中和剤、化粧品用及び皮膚用の活性剤、例
えばエモリエント、保湿剤、ビタミン類、必須脂肪酸、界面活性剤、ペースト状の化合物
及びそれらの混合物を添加することができる。このような成分の非包括的列挙は、その全
内容が参照としてここに導入される、米国特許出願第2004/0170586号に見出すことができ
る。適切な付加的成分のさらなる例は、この出願に参照されて導入されている他の参考文
献に見出すことができる。このような付加的成分のまたさらなる例は、International Co
smetic Ingredient Dictionary and Handbook(第９版、２００２年)に見出される。
【００６３】
　当業者であれば、考慮される添加により、本発明の組成物の有利な特性が悪影響を受け
ないか、実質的に受けないように留意して、任意の付加的な添加剤及び／又はその量を選
択するであろう。
　これらの物質は、所望する特性、例えばコンシステンシー又はテクスチャーを有する組
成物を調製するために、当業者により様々に選択され得る。
　これらの添加剤は、(存在するならば)組成物の全重量に対して０％～９９％(例えば０
．０１％～９０％)、さらには０．１％～５０％で、それらの間の全ての範囲及び部分的
範囲を含む割合で、組成物に存在していてよい。
【００６４】
　言うまでもなく、本発明の組成物は、化粧品的又は皮膚科学的に許容可能、すなわち無
毒性の生理学的に許容可能な媒体を含有し、ヒトの睫毛に適用可能なものであるべきであ
る。
　このような付加的な成分の非限定的例には、非揮発性油、例えばシリコーン油(例えば
、ジメチコーン、フェニルトリメチコーン、トリメチルペンタフェニルトリシロキサン等
)、又は炭化水素油(例えば、エステル)が含まれる。本発明の一実施態様において、本発
明の組成物は、シリコーン油を実質的に含有しない(すなわち、約０．５％未満のシリコ
ーン油を含有)。他の実施態様において、組成物は非シリコーン油を実質的に含有しない(
すなわち、約０．５％未満の非シリコーン油を含有)。他の実施態様において、組成物は
非揮発性油を実質的に含有しない(すなわち、約０．５％未満の非揮発性油を含有)。
【００６５】
　本発明の好ましい実施態様においては、本発明の組成物を、ケラチン物質をトリートメ
ント、手入れ及び／又はメークアップするのに十分な量、ケラチン物質に適用することに
よる、皮膚、唇、毛髪及び粘膜等のケラチン物質をトリートメント、手入れ及び／又はメ
ークアップする方法が提供される。好ましくは、ケラチン物質の「メークアップ」には、
ケラチン物質に色調を付与するのに十分な量、ケラチン物質に少なくとも一の着色剤を適
用することを含む。
【００６６】
　好ましい他の実施態様においては、皮膚の欠点をカバーする又は隠すのに十分な量の本
発明の組成物をケラチン物質に適用することによる、ケラチン物質に関連した欠点、例え
ば欠陥又はしみをカバー又は隠す方法が提供される。
　他の好ましい実施態様においては、ケラチン物質の外観を高めるのに十分な量、本発明
の組成物をケラチン物質に適用することによる、ケラチン物質の外観を高める方法が提供
される。
【００６７】
　上述した３つの好ましい実施態様において、少なくとも一の極性修飾ロウを含有する本
発明の組成物は、ケラチン物質をトリートメント、手入れ及び／又はメークアップするの
に、又はケラチン物質に関連した欠点、例えば皮膚の欠陥又はしみをカバー又は隠すのに
、又はケラチン物質の外観を高めるのに十分な量、ケラチン物質の所望の領域に局所的に
適用される。組成物は、必要であれば、所望の領域に好ましくは１日１回又は２回、より
好ましくは１日１回適用され、ついで好ましくは、衣類又は他の物体等(例えば、グラス
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好ましくは約４５秒未満乾燥させる。組成物は、好ましくは乾燥しているか、又は適用前
に乾燥させたか、又は予めベースコートが適用された所望の領域に適用される。最も好ま
しくは、組成物は、少なくとも一の着色剤、少なくとも一の皮膜形成剤、少なくとも一の
増粘剤、及び／又は少なくとも一の揮発性油をさらに含有する。
【００６８】
　本発明の好ましい実施態様においては、改善された化粧品特性、例えば改善された適用
時の感触(例えば、テクスチャー、妨害性又は粘着性の低下)、強化された防汚性、輝き／
色調、及び／又はさらに長時間にわたる持続性を有する組成物が提供される。
　本発明のさらなる実施態様においては、少なくとも一の極性修飾ロウを組成物に添加す
ることを含む、組成物の粘弾性を改善する方法が提供される。この実施態様において、少
なくとも一の極性修飾ロウは、所望の結果を得るのに十分な量で存在している。
　本発明の他の実施態様においては、少なくとも一の極性修飾ロウを組成物に添加するこ
とを含む、組成物の防汚性、耐移り性及び／又は長時間にわたる持続性を改善する方法が
提供される。この実施態様において、少なくとも一の極性修飾ロウは、所望の結果を得る
のに十分な量で存在している。
【００６９】
　本発明のさらなる実施態様においては、少なくとも一の極性修飾ロウを組成物に添加す
ることを含む、組成物、好ましくはメークアップ用組成物、特にファンデーション又は唇
用組成物の感触又はテクスチャーを改善する方法が提供される。この実施態様において、
少なくとも一の極性修飾ロウは、所望の結果を得るのに十分な量で存在している。
　本発明のさらなる他の実施態様においては、少なくとも一の他の成分と少なくとも一の
極性修飾ロウを、組成物を形成させるために混合することを含む、組成物を作製する方法
が提供される。特に好ましい実施態様において、極性修飾ロウは水相に存在し、他の成分
は油相に存在し、他の成分と極性修飾ロウは、水相と油相が組合せられる際に組合せられ
る。このような好ましい手順により、とりわけ、実質的又は本質的に界面活性剤を含有し
ないエマルションの調製が可能となる。
【００７０】
　特に示さない限りは、明細書及び特許請求の範囲に使用されている成分の量、反応条件
、その他色々を表す全ての数値は、いずれの場合においても、「約」なる用語により加減
されると理解される。従って、それとは対照的に示されていない場合、以下の明細書及び
附随する特許請求の範囲に説明されている数的パラメータは、本発明により得られると思
われる所望の特性に応じて変化し得る近似値である。
　本発明の広範囲において説明された数的範囲及びパラメータは、近似値であるにもかか
わらず、特定の実施例で説明されている数値は、可能な限り正確に報告している。しかし
ながら、任意の数値は、それらそれぞれの測定において見出される標準偏差から必然的に
生じる誤差を本質的に含む。以下の実施例は本発明を例証することを意図しており、結果
としてその範囲を限定するものではない。パーセンテージは重量に基づいて付与される。
【実施例】
【００７１】
実施例１及び２－ファンデーション
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　実施例１は脆弱な形態であった。実施例２はムース様の形態であった。
【００７２】
実施例３、４及び５－長時間付着し、耐移り性のあるファンデーション
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　実施例３は極性修飾ロウを含有していなかった。対して、実施例４及び５は極性修飾ロ
ウを含有していた。実施例４及び５は、実施例３よりも耐移り性があり、良好な(より長
い)持続性を有していた。
【００７３】
実施例６－洗浄可能なマスカラ(エマルション)

【００７４】
実施例７及び８－輝きがあり、長時間耐着するマスカラ
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【００７５】
実施例９、１０、１１及び１２－リップグロス

　実施例９はヒュームドシリカを含有しており、透明ではなく、適用時にかなりの接着性
(粘着性)がある組成物となった。実施例９及び１０は無極性のロウを含有しているが、極
性修飾ロウは含有していなかった。これらの組成物は透明ではあるが、粘着質であった。
実施例１２は本発明の代表例であり、極性修飾ロウを含有していた。実施例１２は透明で
、かつ非粘着質であった。
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